
　複雑な消費者トラブルを未然に防ぎ、安心して暮ら
せるまちづくりを目指して、消費生活研修会を開催し
ます。
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１．現に同居し、または同居しようとする親族があること。
２．収入月額が158,000円以下であること。
　 ※高齢者、障がい者世帯、中学生以下の子どもがいる
　　世帯の場合は、収入月額214,000円以下
　 ※収入月額＝（世帯全員の年間総所得－扶養家族の      
　     諸控除等）÷12ヶ月
３．現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
４．国税、地方税などを滞納していない者であること。
５．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
　　２条第６号に規定する暴力団員でないこと。
　（同居または同居しようとする親族も含む。）

町営住宅入居者募集

成年後見制度相談会

上毛町マイクロバス運転手募集 ごみの広域処理に向けた

申問

申問

団地名・場所
募 集 戸 数

家 　　 賃

入居予定日

所定の算出方式による

新池団地（上毛町垂水1764） 1戸
緒方団地（上毛町緒方387-1） 1戸

選考または抽選■入居者の決定方法
■申込受付期間

■入居者資格
　（上毛町営住宅条例第５条及び第６条、同条例施行規則
　 第２条による）

　入居を希望される方は期限内に住民課にお申し込
みください。

住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線142）

申問 長寿福祉課　福祉医療係 
 ☎ 72-3188（内線168）

総務課　総務係  ☎ 72-3111（内線113）

申問 企画開発課　開発交流係  
☎ 72-3112（内線128）

３月１日（日）

２月２日（月）～13日（金）
8:30～17:15（土、日、祝日を除く）

　上毛町では、現在ごみ処理を行っている豊前市にある「豊前市外二町清掃センター」の老朽化に伴
い、隣接する中津市と令和16年度からの稼働をめざし、新しいごみ処理施設の整備を計画していま
す。中津市とは、令和６年12月16日にごみの広域処理に向けた協議を進めることについて「基本合
意書」を締結し、これまで協議を行ってきました。
　このたび、中津市と上毛町で新しいごみ処理施設の建設と管理運営を共同で行うことについて合
意し、令和８年４月１日に一部事務組合としての「中津上毛環境事務組合」を設立することになりま
した。

複数の地方公共団体が、その事務の一部を共同で処理することを目的として設立する特別地方公共団体です。

「中津上毛環境事務組合」は、中津市と上毛町で新しいごみ処理施設の建設と管理運営を共同で行い、上毛町内及び

中津市内のごみ処理を行うために設立します。社会全体が人口減少局面を迎える中、ごみの排出量の減少が想定さ

れるため、広域でごみ処理を行うことで、安定的かつ効率的に処理をすることができます。

新しいごみ処理施設の完成に向け、次のスケジュールで整備を進めます。

※事業の進捗状況によってスケジュールが変更になる可能性があります。

新しいごみ処理施設の整備に関するご意見やご質問がございましたら住民課までご連絡ください。

中津上毛環境事務組合を設立します

問 住民課　住民福祉係 ☎ 72-3116（内線141）

広域処理に向けた４つの基本方針

安全・安心・安定的な広域処理体制の構築　

あなたを狙う悪質商法 
～最近の相談事例から～

地域社会に貢献できる体制の強化

環境負荷の少ない広域処理施設の整備　

経済性・効率性の確保　

基本計画策定、各種調査

土地造成設計、造成工事

施設整備設計、建設工事

本稼働

→最新技術による信頼性の高い施設整備をめざす
→地域との連携・協力により、地域に貢献できる施設整備をめざす

→ごみの焼却によって発生するエネルギーの有効活用などにより、
　環境負荷の少ない施設整備をめざす

→経済性と効率性を確保したごみの広域処理体制構築をめざす

1

2

3

4

今後のスケジュール（計画）

一部事務組合とは？

「中津上毛環境事務組合」について

ご意見・ご質問

テーマ

事業内容 年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

日額 11,000円■委 託 料

マイクロバス運転業務■業務内容
１名■募集予定人数

令和８年４月１日から
令和９年３月31日までの1年間
（以後は年度更新あり）

■契約期間

上毛町役場２階　総務課
８：30～17：15 ※土・日・祝日を除く

■受　　付
２月２日（月）～３月13日（金）■募集期間

履歴書、運転免許証の写し■必要書類

令和８年４月１日現在で65歳以下の方
（70歳定年）

■年　　齢

「上毛町委託業務等に係る災害補償」
を適用

■災害補償

２月17日（火）13:30～15:00 
※時間は多少前後する場合があります。

■日　　時

福岡県消費生活センター 
消費生活相談員　森村 純子 氏

■講　　師

げんきの杜　視聴覚室

多様化する消費者被害の未然防止のため、近年増
加傾向にある消費者トラブル事例と、その対策方
法について学びます。

■場　　所
無料■参 加 費
上毛町・吉富町にお住まいの方■対 象 者
電話予約■申込方法
２月６日（金）まで■申込期限

　「成年後見制度」とは、認知症や知的障がい、精神障
がいにより判断機能が十分でなくなっても、安心して
暮らすことが出来るよう、権利と財産を守る制度で
す。
　上毛町、築上町、豊前市で
は共同で成年後見に関する
相談会を行います。
　専門家に相談してみたい
という方は、お気軽にご相談
ください。

２月24日（火）13：00～16：00
※相談時間は、1件1時間以内となります。

■日　　時

げんきの杜　研修室■場　　所
３人まで　※先着順■定　　員
無料■料　　金

電話予約 ※２月17日（火）まで■申込方法
社会福祉士■相 談 員　

上毛町消費生活研修会


